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被保険者証の郵送と

認定証の更新について

※資格証明証はオレンジ色です　

台紙からはがして８月１日からお使いください

必ず内容を確認のうえ、大切に保管してください

有効期限が過ぎた古い被保険者証はハサミで
切るなどして破棄してください

①名称末尾に「兼高齢受給者証」を記載

②発行期日　③医療費の自己負担割合

毎年８月１日を判定日として前年（令和４年１月～12月）

の課税所得から自己負担割合を判定します

右記の認定証をお持ちで、引き続き

８月１日からも必要な方は、被保険

者証を持参のうえ市民保険課または

最寄りの支所でお手続きください

高齢受給者証のみの郵送はありません

ピンク色の封筒で７月下旬ごろ
届きます

70～74歳の方は

医療費の自己負担割合を更新しています

国保限度額適用認定証

国保限度額適用・標準負担額減額認定証

赤枠部分が追記されます

市民保険課　☎57-8506

！

令和５年度の

世帯主宛に世帯全員分が届きます

！

（青色　 or 薄紫色　）

（黄緑色　 ）

手続きをする時は
保険証をお忘れなく！

国保のしおりも同封！

読んでみてネ

「地域計画」の策定に向けて「地域計画」の策定に向けて

「目標地図」の作成が始まります！

令和４年５月にこれまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に基づく取り組みになりました。

農業従事者の減少や高齢化により、使われない農地が増えることが懸念されています。「地域計画」は

農地が利用されやすくなるように、また次の世代に着実に引き継いでいくための計画です。

農業者の方、地域にお住まいの方、関係機関の方での話し合いを通じて、地域農業の将来について一

緒に考えていきましょう！

地域の皆さま、ご協力をお願いします！

■農林水産課（地域計画）　☎50-3015 ■農業委員会（目標地図）　☎50-3018

今後の予定

目標地図とは10年後に誰がどの農地を耕作するか色分けして示したものです。現在の耕作者が耕作をやめる

時や、できなくなった時に、農地の新たな引き受け先を探しやすくする農地の新たな引き受け先を探しやすくするために作成します。

農地の所有者・耕作者の方が農

地をどうしていきたいか、という

意向を聞きながら地図を作成し

ていきます！

目標地図は将来のイメージ図で

すので、これによって農地の権

利設定がされるものではありま

せん。

令和５年８月以降：意向調査、地域での話し合いの実施
令和５年12月以降：話し合い結果のまとめ・公表
令和６年４月以降：目標地図素案の作成
令和６年９月以降：地域計画案の作成・座談会等の開催
令和７年３月　　　　：地域計画の策定・公表

地域計画の策定には、農地に関

わる方だけでなく、地域の皆さま地域の皆さま

全員の協力が不可欠で全員の協力が不可欠です。

調査への回答や座談会・説明会

への出席などご協力をお願いし

ます！

のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの

月にこれまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に基づく取り組みになり

者の減少や高齢化により、使われない農地が増えることが懸念されています。「地域

用されやすくなるように、また次の世代に着実に引き継いでいくための計画用されやすくなるように、また次の世代に着実に引き継いでいくための計画です。

■農林水産課（地域計画）　☎50-3015 ■農業委員会（目標地図）☎

地域
のみんな

で農地の未来を考えよう地域
のみんな

で農地の未来を考えよう

10年後の農地のイメージ図＝「目標地図」

家族が農業を
引き継ぐ予定
家族が農業を
引き継ぐ予定

現在使われていない農地を
新たに引き受け、農地を拡大
現在使われていない農地を
新たに引き受け、農地を拡大

農地は縮小予定
使わなくなる農地は売却
もしくは借り手を募集

農地は縮小予定
使わなくなる農地は売却
もしくは借り手を募集

継続して耕作継続して耕作

皆さまの意向を
もとに作成

今後が決定される
ものではありません
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